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　企業は、雇用を創出し、社会に豊かさと活力を生み出す上で、大きな役割を果た
しています。企業の活動は、市民社会の多くの部分に深く関わっており、企業なく
して現在の私たちの生活はもはや成り立たないと言えるでしょう。
　一方で、長時間労働による過労死、セクハラやパワハラなどのハラスメント（嫌が
らせ）、不当な差別など、社内で発生する様々な「人権問題」がメディア等で大きく取
り上げられています。
　また、近年では、社内における人権問題だけでなく、社外の人権問題にも目を向
けなくてはならない時代となりました。例えば、海外では、自社や取引先等の工場
で児童を雇っていたことが判明した企業の製品の不買運動が起こったり、劣悪な労
働環境で働かされていた労働者によるデモが起こり製品の生産ができなくなったり
しています。そこで、世界の各企業は、企業の社会的責任（CSR）や、人権を含め
た環境・社会・ガバナンス（Environment, Social, Governance）を重視する傾向
を強め、投資家の側も、長期的な観点から企業の持続可能性を重視し、これまで
非財務情報と考えられていたこれらESGの要素に重点を置くようになっています（い
わゆるESG投資など）。
　今や人権や環境等にしっかりと配慮することは、企業の存続に必須の時代となっ
たと言っても過言ではありません。
　このように、企業には、社内における人権問題と同時に、仕入れ先等の取引先な
どにある人権上の課題をも把握・克服していくことが求められており、それが長期
的な企業の社会的評価につながることになります。

［用語解説］　
○企業の社会的責任（CSR：Corporate Social Responsibility）
　企業が社会の一員として果たすべき責任のこと。企業の行動や果たすべき機能として、社会的
存在としての企業の責任を強調する考え方であり、具体的な要素としては、人権尊重のほか、法
令遵守（コンプライアンス）、環境への配慮、社会貢献などが挙げられている。
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　国際的にも、企業が人権を尊重し、社会に対して責任を果たしていこうという考え方
が広く浸透してきています。
　平成11（1999）年、国連のコフィー・アナン事務総長（当時）は「国連グローバルコン
パクト」を提唱しました。これは企業が守るべき「人権」「労働」「環境」「腐敗防止」に関する
10 原則を掲げたもので、世界中から約１万３千（平成30（2018）年１月現在）の企業・
団体が参加しています。
　また、平成22（2010）年には、国際標準化機構（ISO）によって、ISO26000が発行さ
れました。これはあらゆる団体を対象とした社会的責任（SR）に関する世界で初めての国
際規格で、広く世界中で活用されています。このISO26000でも人権の尊重は７つの原
則の１つに掲げられています。
　平成23（2011）年には、国連で「ビジネスと人権に関する指導原則」が作られ、ビジネス
における人権尊重の指針として、世界中の人権に関する取組や行動に影響を与えています。
　さらに、平成27（2015）年に国連サミットにおいて採択された持続可能な開発目標
（SDGs）では、持続可能で多様性と包摂性のある社会を実現するため、2030年までに達成
すべき国際的な目標が掲げられ、その達成には企業の貢献が決定的に重要とされています。

　このような国内外の動向を踏まえて、「人権」の観点から企業活動を見直そうとする動き
が高まっており、人権尊重の考え方を積極的に企業方針に採り入れたり、職場内で人権
に関する研修を行ったりする企業も増えてきています。
　本冊子は、多くの日本企業が直面している社内における人権問題を中心に取りあげ、
職場内で研修を行っていただくことを目的として作成したものですが、社内の人権問題
にとどまることなく、国内外の様々な人権問題に目を配り、適切な対応をすることで、
企業価値を高めていくことが今企業に求められています。

企業に求められる対応
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